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西脇市空家等対策協議会の会議の記録  

 
 審議会等の名称 令和７年度第１回西脇市空家等対策協議会
 開催日時 令和８年１月 2 8日（水）  

午前９時 3 0分～午前 1 1時 3 0分
 開催場所 西脇市役所２階　委員会室
 出席委員の氏名又

は人数

安枝　英俊  

吉田　康志  

杉岡　正啓  

前田　寛  

東田　和夫  

門上　きく  

岡本　千明

貝森　麻由  

佐藤　敬生  

谷川　和昭  

成田　幸恵  

吉本　文美  

松谷　真利（代理）  

岡本　憲幸
 欠席委員の氏名又

は人数
片山　象三

 出席職員の職・氏

名又は人数

（幹事）  

　技監　　　　　　　　　　小倉　正大  

建設水道部長　　　　　　伊藤　和英  

（事務局）  

建築住宅課長　　　　　　久下　雅生  

建築住宅課主査　　　　　笹倉　大助  

建築住宅課　　　　　　　植木　敬介  

建築住宅課　　　　　　　小林　勲
 公開・非公開の別 公開
 非公開の理由 ―

 傍聴人の数 ０人
 議題又は協議事項 １　開会  

２　市長あいさつ  

３　委員紹介  

４　審議事項  

　　西脇市空家等対策計画の改定について  

５　その他  

６　閉会
 会議の記録（概要）
 発言者  

 

１　開会  

 

２　市長あいさつ  
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〇　会議成立報告  

事務局より、委員数 1 5名中、本日の出席委員

数 1 4名であり、出席者の２分の１以上となって

いることから西脇市空家等対策協議会条例第７

条第２項の規定により本日の会議が成立する旨

を報告  

〇　傍聴定員の決定  

事務局より、本日の傍聴希望者がいないことを

報告。  

○ 　副会長の選出  

大塚副会長の任期満了に伴う副会長の選出を行

う。西脇市空家等対策協議会条例第６条第３項

の規定により、副会長の選出は委員の互選とな

っている。  

 

安枝委員推薦  

　  安枝委員の副会長就任に関して異議なし  

　　  

　　  西脇市空家等対策協議会条例第６条第４項の規

定により、安枝副会長に議長をお願いする。  

 

４　審議事項  

　　西脇市空家等対策計画の改定について  

 

・　西脇市空家等対策計画の素案について事務局よ

り内容を説明  

 

・ 　空き家の状況等のデータ、ふだん空き家に対し

て問題意識を持たれているところなど、計画書の

どこで受け止めてもらっているのかといったお話

でも結構なので、ご意見をいただきたい。  

 

・　提案をさせていただきたい。  

素案 3 5ページの移住定住の支援について。人口

減少していく中、二地域居住や、ふるさと住民登

録制度など、いかに人口をシェアしていくかとい

う考え方が主流になっていく可能性があると思う

ので、施策５－１に加えていただきたいのが第一

点。  

・　二つ目は施策５－２の改修費の助成、家財の除

却の補助について。残置物の片付けが終わらない

とできないという声も多い。  

　残置物の処理も含めて支援できるような施策が
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あれば、空き家所有者の方が自分の家の活用につ

いて考えやすいと思うので、民間の事業者とも連

携して取り決められないか。  

・　最後に５－４のまちなか居住の推進について。

拠点の重要性を感じる。市街地にある空き家を拠

点としてうまく活用し、お試し移住体験ができる

場所を一つ作れば、西脇市は車で 1 5分程度で自然

環境がたくさんあり、暮らしながら旅ができるよ

うな生活ができるようなこともうまく提案しなが

ら取り組んでいくこともいいと思う。  

 

・ 　大きく３点いただいたかと思う。  

・ 　移住・定住支援に関して、具体的に既存制度を

もう少し運用できないかという点。残置物の処理

についてもう少し実働の仕組みの方とも連動でき

ないかということ。最後に空き家活用するときに

単に住む家として捉えるだけではなく宿泊体験施

設の運営の担い手を考えていくということ。  

・ 　これに関してコメントいただいてよろしいか？  

 

・ 　まず家財道具の除却については、他の自治体の

事例も学びながら、協議会の中で西脇市にあった

ものを検討いただき、市の施策として予算化に取

り組めるものを探っていきたいと考えている。  

・ 次に拠点づくりについて。これも、にぎわいづく

りの中で、ＮＰＯと連携し、可能性を探りながら

有効的な手段を検討していきたい。  

 

・ 　現場の中で具体的に活動していきながら課題も

出てくると思うので、少しでも形にもなっていく

ようにお役に立ちたい。  

 

・ 　特に家財の処分に関しては補助金制度の拡充だ

けでなく、関係する民間事業者と提携する場を作

っていただいたら、あとは現場で動いていけると

思うのでその点については引き続き具体的検討し

ていくべきかと思う。  

 

・ 　空き家になりそうな家にどんな対策ができるの

かを弁護士に相談したことがあるが、相続人がい

なければ何もできない、財産があってもどうする

こともできないと言われた。結局何もできなかっ

たのだが、相続人がいない人は、今後増えてくる
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と思う。空き家になる前の対策を何か考えていた

だきたいと思っている。  

 

・ 　今のケースは、現場の中でも結構あると思う

が、具体のアドバイスをいただけないか。  

 

・ 　弁護士に相談されて何もできないことはないと

思う。遺言書を書いていただくとか、亡くなられ

た後であれば特別縁故制度などもある。  

 

・ 　認知症の方で自分の意思を伝えることは出来な

い状況であり、面倒を見ていた人が相談したが、

結局何もできないと言われた。  

 

・ 　認知症で、自分で何もできない人は、面倒を見

ている人が特別縁故者として裁判所に申立てをす

ることができる。  

 

・ 　所有者不明空き家が増えており、今の特殊な例

にはまだ対応できる状況にはなっていない。  

他はいかがか。  

 

・ 　西脇市の空き家状況で、老朽度 1 0 0 以上が 5 8

件、６ %とあるが、解決するめどは立っているの

か。  

 

・ 　所有者に適正管理のお願いをしているが、経済

的な弱者の方も多く、除却費が捻出できないもの

が多くなっている。また所有者不明や所有者不存

在も多くなっている。だからといって諦めている

わけではなく、粘り強く対応している状況であ

る。また比較的土地の単価の高いところであれ

ば、除却費と土地代が近ければ、引き取られる場

合もあるが、郊外部へ行けば行くほど、土地単価

が下がってくるので難しい。  

 

・ 　区域区分廃止が進められており、利活用のチャ

ンスだと思うが、そのことと空き家対策とどう関

連付けて考えておられるのかお聞きしたい。  

 

・ 　区域区分の変更について令和 1 0年を目標に取り

組んでいる。市街化調整区域の建物について用途

変更がしやすくなると、空き家の有効活用も促進
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できるという視点も取り入れて定めていきたい。

ただ何でもできるわけではなく、様子を見なが

ら、まずできるところから取り組み、課題が増え

てくれば、また解決していくという形で少しずつ

改善していく。  

 

・ 　解体業を営んでおり、お客様からよく空き家に

関する問合せを受ける。解体したいがお金がな

い。土地を売りたいが売れないという方が多い。

除却に対して、補助金、助成金に関する検討はな

いのか。またエンディングノートは全戸にお配り

するのか。  

 

・ 　除却の助成に関しては、県下でも市町により運

用状況は違っており、市の予算状況等もあるかと

思うが、西脇市としてどのように考えておられる

のか。  

 

・ 　解体、除却については、空き家は基本的には所

有者自ら除却するということを基本と捉えてい

る。各市町村により、様々な取り組みをされてい

るのも実情であり、除却の助成については市が直

接するのがいいのかも含め検討を進めていく必要

がある。周辺の自治体の情報も調査しながら、検

討する時期に来ていると考えている。  

・ 　エンディングノートについては、最終的には全

戸配布が必要かと思っている。配っただけとなら

ないように、来年度皆さんにご検討いただき、ど

こかの自治体に直接伺ってどんな課題があるのか

を聞き取り、段階的に進めていくのが有効的かと

考えている。配るだけでは、なかなか浸透しない

のではという感想を持っているので、この委員会

や先生方のご意見もいただきながら進めていけた

らと考えている。  

 

・ 　少し補足させていただく。エンディングノート

というのは 1 6ページ程度のものが多く、最後まで

書き切れている方はほとんどおられないのではな

いかというぐらい大変で、最近は 4ページ程度のも

のにして書き込みやすくされている例もあるが、

作ってもほとんど引き出しで眠っているというふ

うになっている。  

・ 　私が今実験的に試みているのは、書いてあるも
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のを使って相談に来ることができないかというこ

と。例えば、昨年の 1 0月に何名かの方に集まって

いただいて、私の研究室ワークショップを行っ

た。一人暮らしになった場合と、車椅子生活にな

った場合と、免許返納した場合に今の家に住める

のかどうかということを考えていただいたら、皆

さんそれぞれの状況によって住める住めないが違

うということがわかり、自分はこの状況になった

ら住めないんだけれども、今のうちから何をした

らいいのかということを相談に行けるような、仕

組を作れないかと思っている。  

・ 　そのため、従来の市町と同じようなものではな

く、それを書いた後、アドバイスがもらえるよう

な仕掛ができれば、あまり記入が難しくないもの

を全戸配布し、ある程度ホームページに答えを作

っておき、自分の場合にどうするかわかるように

する。令和８年度、この協議会でご意見いただき

ながら進めたいと思っている。  

 

・ 　ページの多いものを行政としては配りたくなる

が、委員の皆様が書きやすいと思っているものか

らスタートして、これも徐々に進めていくという

のがいいのかなと思っている。  

 

・ 　自分が住まなくなったらこの家は空き家になる

のだろうなとわかっているが、何から始めていい

かわからないという方に、今のうちにこうしてお

きましょうということを考えていただけるよう

な、エンディングというよりも、この名前も含め

て考えたいと思っている。  

 

・ 　私は子育て中の母で、８年前に引っ越して来

た。７年経ったぐらいから、地区の空き家対策協

議会の方たちから定期的に、空き家の情報をいた

だいていたので空き家を購入し、地区の一員とし

て移住するという経験をした。住む家をどうする

かを考えるのは子育て中だと思う。子供たちが大

きくなってここでは暮らせなくなってきたという

タイミングのときに、空き家の情報をお母さんた

ちが知っていたら、選択肢の一つになると思う。

だが、子育て世代は自分から情報を取りに行くの

は難しいので、どれだけ若い世代の人に、空き家

の情報を届けられるかということが大きいと感じ
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ている。なので、１歳半健診のタイミングなどに

空き家のリーフレットを一緒に入れるとかする

と、そういう選択肢になり得るのではないかと思

うので、提案させていただいた。  

 

・ 　エンディングノートもしかるべきタイミングに

配布することがすごく重要で、空き家バンクを知

らない方もたくさんおられると思う。住み替えや

この地域に住み続けて子育てしようかと悩んでい

る方に、情報提供を行うことはとても有意義と思

うがいかがか。  

 

・ 　空き家バンクには、建物や除却された更地など

の情報も入っており、空き家に住む方だけではな

く、除却をされた空き地を新しく買って家を建て

たい方にも、そういう情報も提供できるので、さ

らにもっとアイデアがないかも含めて、早速取り

組んでいきたいと思っている。  

 

・ 　空き家に関する活動の拠点が必要だとお話があ

ったが、行政で情報発信されるとき、できるだけ

たくさんの情報を集めて、それをきちんと平等に

発信することが重要で、そういう拠点がいくつか

あってそこに行けば、自分にふさわしいものを、

先輩の移住者や購入者にアドバイスいただける場

にもなっていくかとも思うので、拠点づくりにも

結びついてくると思う。  

 

・ 　素案の 3 7ページに取り組みの目標、重点化の目

標が書かれていて、年間ベースの件数は書かれて

いるが、住まいのエンディングノートの作成のと

ころで目標値がノートの作成だけとなっているの

で、「ノートを全戸が活用」とか、もう少し 1 0年間

でできる内容を書いた方がいいというのが一つ。  

・ もう一つは線引き廃止が令和 1 0年度に想定されて

いて、線引き廃止後に特区を残すのかどうか、考

えを教えていただきたい。残すのであれば現状で

の県の空き家活用支援事業の助成は同額使えるの

で、残す方がいいと思う。  

 

・ 　空家活用特区は、線引き廃止後の規制等全体が

見えた中で、地域の意見を聞きながら判断したい

と考えているが、市としては残す方向で考えてい
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る。  

 

・ 　他市でも似た状況が出てくると思うので、その

辺りも見ながらになる。今の件に関しては少し補

足いただければ。  

 

・ 　空き家特区の部分だが、現在、加西市が先行し

廃止の検討が進められており、参考にしていただ

ければと思う。  

・ 　情報提供としては、空き家に対して相続した際

に手続きが大変なので、ＮＰＯで法務局の担当者

を呼んで遺言書の書き方を、空き家対策の説明と

あわせて行っている。  

・ 　エンディングノートについて、県で使いやすく

簡単にしたものを検討をしようとしている。ま

た、ホームページをつくってもたどり着けないこ

とがあるので、空き家を持っていればこんなに損

をするというショート動画をつくることも考えて

いる。今、子育てされてる方や、もうじき相続す

るような方に対し、業者を活用して、広告をスマ

ホに出していくことも考えている。  

・ 　質問だが、アンケートの中で「売却したい」と

いう方とか、「金額があえば売却したい」という意

見に対し、郊外部と街中でその傾向が違ったりし

たりしたのかということについて、もしデータを

持っておられれば、状況を教えていただきたい。  

 

・ 　そこまで集計は行っていないが、老朽化が進ん

でいる家ほど金額は問わない傾向はある。地区的

な違いは感じていない。  

 

・ 　街中には権利関係がややこしくなってくる割合

が高くなってくるのではと思っており、今活用い

ただいている空き家特区でも空き家になれば、そ

の空き家情報を提供していただく義務が発生して

おり、街中で空き家特区を使っていただければ、

いろいろスムーズにいくところも出てくると思

う。  

 

・ 　市街化区域に関しては実例は少なく、おそらく

県下でも８地区あるが市街化区域を含んでいるの

は播磨町だけである。そのためなかなかメリット

が見えないということもあるが、空き家情報を収
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集して活用の働きかけをするということは少なく

ともできる。県の方でも使いやすいエンディング

ノートを検討いただいており、またターゲットを

絞って情報発信されるという話は、先ほどのご指

摘等も同じだと思うし、そのようなことについて

もまた情報提供をお願いしたい。  

 

・ 　空き家の活用についてパン屋やカレーショップ

以外のものがあれば教えていただきたい。そんな

ものばかり来たら競争になってしまうのではとい

う心配もあり、住宅以外に空き家をどうされるの

か教えていただきたい。  

 

・ 　空き家活用の取り組みをしているが、５、６年

ぐらい前からこちらからアプローチをした空き家

活用がある。取り組みの最初の物件に関しては、

全国に公募しコンペで来ていただいた。全国から

3 0件の問合せがあり、最終的に 1 0件の提案が出て

その中から地域の方を含めて４件に絞り込み、今

の店舗に決まった。　これを皮切りに、カレー

屋、コーヒーショップ、パン屋は全て空き家バン

クを通じて、ほぼこちらから誘導して来ていただ

いている。大阪、神戸、姫路で有名店の方にお願

いして、配置も含めて競合しないように、等分に

配置して来ていただいた。　これはある程度有名

店に来ていただかないと、継続もできないと考え

たためで、今後はそのような取り組みは必要ない

と考えている。西脇市の状況をみても、これ以上

同じようなカフェや飲食店を呼んでも、共存共栄

できないのではと考えている。その後は、その商

売は本当に大丈夫なのか相談しながら場所を決め

たり、補助金をお使いいただくというようなこと

もしているので、今ご質問の、これ以上増えると

いうことに関しては、空き家バンクを通じてとい

うのはあまりないと考えている。  

・ 　今街中にある空き家をどうするのかという懸念

があるかと思うが、構想段階ではあるが、南北道

路を拡幅するために昨年度から空き地や建物を買

収し市有物にしていっている。ここが空き家・空

き地になっていくので、この辺を市の主導で新し

いにぎわいづくりのために、ケーキや小物を作っ

ても発表したり売る場所がないという方に対し

て、場所貸しをさせていただいて、常にそこに人
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が集まれるような場所を作っていきたいと考えて

いる。 3 7ページにある、まちなか居住の推進とい

うところの取り組みで、チャレンジショップやキ

ッチンカーというのはこの部分に入ってくる。そ

こを使って、今後道路拡幅までの間に、活用して

若い人に新しくチャレンジする場所を提供できれ

ばと思っている。そのビジネスがうまくいくよう

であれば空き家活用で店舗展開をお手伝いしたい

と考えている。  

 

・ 　質問だが、資料の９ページの空き家バンクの実

績のグラフだが、令和４年度までは登録件数が 2 0

件弱となっているが、令和５年から 5 0件ぐらいに

増え、その後順調に登録が増えているのは印象的

だが、これは勝手にこうなったのか、あるいは何

か働きかけがあったからなのか。  

 

・ 　移住に紹介する空き家が不足していたことか

ら、令和４年度に１年間登録のお願いをしたがほ

とんど増えなかった。しかし、令和５年度から急

に増え始めた。空き家というのは、簡単に売却で

きるものではなく、時間が必要であると感じた。  

 

・ 　計画で数値目標を立てなければならず、大変で

はあるが、こつこつ働きかけたことで効果が出て

きたということで、諦めないで取り組むというこ

とも評価すべきだと思う。  

 

・ 　私の家も隣二軒が空き家だが、水辺公園に若者

が集まり、騒音や警察と騒動を起こしたが、その

子らが空き家の中に入り、例えば火でも出した

ら、とんでもないことになる。  

 

・ 　最近空き家を狙った空き巣も増えている。空き

家に入られても気づくのに時間を要するため、狙

われやすい。管理をきちんとしていくことが大切

と思っている。空き家バンクについても位置が特

定されないように配慮している。  

 

・ 　将来誰も帰ってこないという家が周りにたくさ

んあり、非常に家が密集したところなので、ちょ

っと騒ぎがあるとすごくよく響く地区で、田舎な

ので、そこだけがうるさいみたいなことになると
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困る。移住してこられた方も、何件か仲良くして

いただいているので、移住してきていただく分に

は仲良くしましょうと言っている。自分がもし認

知症が出てきて甥っ子や姪っ子に、もしよかった

らうちに住むかといったことを聞いて了承をもら

ったらエンディングノートに書いておくとか、そ

んなことができるのか。何代も続いた家になる

と、荷物も昔からあるものは手放せないという高

齢者が多い中で、荷物を処分することを生きてい

るうちから進めるのはすごく大変なので、そのた

めのお金を出してくれるのも嬉しいが人が来て手

伝ってくれるのもすごく嬉しいと思った。  

 

・ 　先ほどの仕組みの話や、例えば空き家バンク経

由では比較的ルールのわかった方が入るようにす

るとか、どんな方に入っていただくのかが地域で

共有することが大事とか、ヒントをいただいたと

思う。  

・ 　一応皆様からご意見をいただいたと思う。この

素案に関しては目標値の書き方や修正が必要にな

ってくるところがあるが、軽微な修正であり、案

の修正については、年度内にもう一度この協議会

を開催するのは難しいので、最後の確認は私にご

一任いただくということでよろしいか。  

 

・ 異議なし  

 

・ ではそのようにさせていただく。  

・ 今後パブリックコメントを踏まえ、大きな修正を

要しない場合については、私の方で、どう修正す

るかを事務局と協議をし、その後、次年度の審議

会で事後報告という形でさせていただきたいと思

う。パブコメ以降の扱いについても、そのような

次第でよろしいか。  

 

・ 異議なし  

 

５その他  

　特になし  

 

６　閉会  

　　建設水道部長より閉会のあいさつ
 

問合せ先 西脇市役所  建設水道部  建築住宅課


